
雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

アイスクリームのカップ・フタ 燃えるごみ 防水加工された紙は不可

し

アイロンプリント紙 燃えるごみ
昇華転写紙（捺染紙）は、特殊なインクを使用して
いるため不可

あおや し

青焼きコピー紙 燃えるごみ 感光紙は不可

あ ばこ

空き箱
食品や油、汚れが付着したものは不可
※断面に波（段）があるものは「段ボール」

あつがみ

厚紙 ※断面に波（段）があるものは「段ボール」

あっちゃく しんてん

圧着はがき（親展はがき） 燃えるごみ
付着している粘着物が、再生品に問題を起こすた
め不可

あ て な

宛名シール 燃えるごみ
粘着物は不可
※封筒やはがきに貼られたものは、そのままで良
い

あぶらかみ

油紙 燃えるごみ 防水加工された紙は不可

あぶら かみ

油のついた紙 燃えるごみ 油などで汚れた紙は不可

だ い し ふく

アルバム（台紙を含む） 燃えるごみ
写真やプラスチックなど、紙以外が含まれるため
不可

か こ う し

アルミ加工紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

はく

アルミホイル・アルミ箔 燃えるごみ アルミ箔は紙でなはないため不可

そこがみ

あんまんの底紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

いろ

色がみ

金銀などの箔押し紙、千代紙などの和紙、テープ
など紙以外のついた紙は不可
クレヨンや絵の具、糊がついた紙は不可

いんが し しゃしん よ う し

印画紙（写真プリント用紙） 燃えるごみ 感光材料が塗布されているため不可

い

あ



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

しゃしん よ う し

インクジェット写真プリント用紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

いんりょうようかみ ぎゅうにゅう

飲料用紙パック（牛乳パックなど） 紙パック ※アルミ加工されているものは「燃えるごみ」

ウェットティッシュ 燃えるごみ 水に溶けないため不可

うちわ 燃えるごみ 骨組みが紙でないため不可

ええほん

絵本 雑誌・本

よ う し

ＯＡ用紙
写真プリント用紙や感熱紙など、特殊な加工がさ
れたものは、個々の項目を参照

さけ かみ

お酒の紙パック 燃えるごみ アルミ加工や防水加工されているものは不可

ちゃ かみ

お茶の紙パック 紙パック ※アルミ加工されているものは「燃えるごみ」

お がみ

折り紙

金銀などの箔押し紙、千代紙などの和紙、テープ
など紙以外のついた紙は不可
クレヨンや絵の具、糊がついた紙は不可

おりこみ しんぶんおりこみ

折込チラシ（新聞折込チラシ） 新聞

し たくはいびん でんぴょう

カーボン紙（宅配便の伝票など） 燃えるごみ 特殊なインクが使われているため不可

か し はこ

菓子の箱

食品や油、汚れが付着したものは不可
アルミやビニールで加工された紙は不可
※断面に波（段）があるものは「段ボール」

カタログ 雑誌・本 ビニールの外袋など紙以外の部分は取り除く

がっこうはいふ

学校配布のプリント

写真プリント用紙や感熱紙など、特殊な加工がさ
れたものは、個々の項目を参照
※ホッチキスの針はそのままで良い

めん かみせいよ う き

カップ麺の紙製容器 燃えるごみ 防水加工やアルミコーティングがされた紙は不可

い

う

お

か



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

めん

カップ麺のふた 燃えるごみ アルミ加工された紙は不可

なか つ かみ

かばんの中に詰めてあった紙 燃えるごみ
「昇華転写紙（捺染紙）」である場合が多いため不
可

かみ

紙おむつ 燃えるごみ 紙ではない素材が含まれているため不可

かみ

紙コップ 燃えるごみ 防水加工された紙は不可

かみざら

紙皿 燃えるごみ 防水加工された紙は不可

かみ

紙テープ 粘着テープなど、紙以外のものを含む場合は不可

かみねんど

紙粘土 燃えるごみ
リサイクルに適さない素材が含まれているため不
可

かみ さけ ちゃ ぎゅうにゅう

紙パック（お酒・お茶・牛乳パックな

ど）
紙パック ※アルミ加工されているものは「燃えるごみ」

かみ

紙ひも

しばるための紙ひも、紙袋の持ち手の紙ひもは可
※材質が段ボールの紙ひももあるため、白色以外
の紙ひもは「燃えるごみ」

かみぶくろ

紙袋
ビニール加工されている袋は不可
※紙以外の持ち手は取り除く

かみ

紙やすり 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

ガムテープ 燃えるごみ 粘着物は不可

かみ

ガムテープがついた紙 燃えるごみ
粘着物のついた紙は不可
※ガムテープをはがした紙部分だけであれば可

こ べ つほうそう し

ガムの個別包装紙 燃えるごみ アルミ加工されている紙は不可

そとがわ かみばこ

ガムの外側の紙箱
※アルミやビニール加工されているものは「燃える
ごみ」

か



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

が よ う し

画用紙

金、銀、黒、赤色のものは不可
クレヨンや絵の具（油性のもの）が付いたものは不
可

カレンダー
金具やプラスチックなど紙以外の部分は取り除く。
※ビニール加工されたものは不可

かんこう し あおや し

感光紙（青焼きコピー紙など） 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

かんしょうざい かみせい

緩衝材（紙製） 燃えるごみ
多量の糊を含むため不可
※小型家電などの梱包に使用される

かんねつし

感熱紙（レシートなど） 燃えるごみ 特殊なインクが使用されているため不可

かんねつはっぽう し て ん じ よ う し

感熱発泡紙（点字用紙など） 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

キッチンタオル 燃えるごみ 樹脂加工されているため不可

キッチンペーパー 燃えるごみ 樹脂加工されているため不可

き っ て

切手
封筒などに貼ってある場合はそのまま出せる
※切手のみ出す場合は「燃えるごみ」

き っ ぷ

切符 燃えるごみ 感熱紙や磁性インキを使用した紙は不可

ぎゅうにゅう

牛乳パック 紙パック アルミ加工されたものは「燃えるごみ」

ぎゅうにゅう かみ

牛乳びんの紙ぶた 燃えるごみ 防水加工された紙は不可

ぎんがみ

銀紙（アルミホイル） 燃えるごみ 金紙、銀紙、アルミ箔は紙ではないため不可

きん ぎん は く お かみ

金や銀で箔押しされた紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

くくすり かみぶくろそとぶくろ

薬の紙袋（外袋）

個包装された薬を入れる外袋であれば可
※粉薬などの個包装された紙袋は、特殊な加工
がされているため不可

か

き



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

くすり はこ

薬の箱
※ビニール加工された箱やにおいの染みついた
箱は「燃えるごみ」

クッキングシート 燃えるごみ シリコンやテフロン加工されているため不可

なか つ かみ

くつの中に詰めてあった紙 燃えるごみ
「昇華転写紙（捺染紙）」である場合が多いため不
可

はこ こうにゅうじ そとはこ

くつの箱（購入時の外箱）

し

グラシン紙 燃えるごみ 防水、防油の特殊な加工がされているため不可

し

クラフト紙

そこかみ

ケーキの底紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

はこ

ケーキの箱 クリームなどがついて汚れているものは不可

けしょうひん はこ

化粧品の箱 防水加工やビニール加工された紙は不可

し

ケント紙

ご うせいし ぼうすいか こ う

合成紙（防水加工ポスターなど） 燃えるごみ

こうでんぶくろ

香典袋 のしなど紙以外の部分は取り除く

こうほう し

広報誌 雑誌・本

こづつみようふうとう

小包用封筒

切手や宛名シールはそのままで良いが、伝票や
粘着テープ、ビニールなどは取り除く
※ビニール加工された封筒は「燃えるごみ」

よ う し

コピー用紙
写真プリント用紙や感熱紙など、特殊な加工がさ
れたものは、個々の項目参照

く

け

こ



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

こ よ う し ほ う そ う し

コピー用紙の包装紙

さいせいし

再生紙
写真プリント用紙や感熱紙など、特殊な加工がさ
れたものは、個々の項目参照

ざ っ し

雑誌 雑誌・本 ビニールやサンプルなど紙以外の部分は取り除く

さけ うちがわ

酒パック（内側アルミ） 燃えるごみ

かみ

サンドペーパー（紙やすり） 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

シール 燃えるごみ 粘着物は不可

だ い し

シールの台紙 燃えるごみ
付着している粘着物が、再生品に問題を起こすた
め不可

じ き

磁気カード 燃えるごみ 感熱紙や磁性インキを使用した紙は不可

しゃしん

写真 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

しゃしん ねんがじょう

写真つき年賀状（はがき） 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

しゃしん よ う し

写真プリント用紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

かみ

ジュースの紙パック 紙パック ※アルミ加工されているものは「燃えるごみ」

しゅうぎぶくろ

祝儀袋 のしなど紙以外の部分は取り除く

しゅうじ は ん し

習字の半紙 燃えるごみ 和紙・半紙は不可

じ ゅ し か こ う し

樹脂加工紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

さ

し



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

し

シュレッダー紙 燃えるごみ 禁忌品が混ざっているか判別できないため不可

しょうかてんしゃ し つ もの

昇華転写紙（かばん・くつの詰め物） 燃えるごみ 特殊なインクを使用しているため不可

しょうじがみ

障子紙 燃えるごみ 和紙・半紙は不可

じょうしつし

上質紙
写真プリント用紙や感熱紙など、特殊な加工がさ
れたものは、個々の項目参照

しょくひんるい はこ

食品類の箱
食品や汚れが付着したものは不可
アルミやビニール加工されているものは不可

しょるい

書類
写真プリント用紙や感熱紙など、特殊な加工がさ
れたものは、個々の項目参照

しんてん あっちゃく

親展はがき（圧着はがき） 燃えるごみ
付着している粘着物が、再生品に問題を起こすた
め不可

しんぶん し

新聞紙 新聞・チラシ

しんぶんおりこみ

新聞折込みチラシ 新聞・チラシ

ステッカー 燃えるごみ
防水加工やビニール加工をしてあり、粘着性のも
のであるため不可

ストーンペーパー 燃えるごみ
見た目や手触りは紙とほぼ同じだが、材料が石
（石灰）であるため不可

せっ こ ほうそう かみ

石けんの個包装の紙 燃えるごみ においが染みついた紙は不可

せっ そとばこ

石けんの外箱 ※においが染みついた箱は不可

せんこう はこ

線香の箱 燃えるごみ においが染みついた箱は不可

せんざい はこ

洗剤の箱 燃えるごみ においが染みついた箱は不可

す

せ

し



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

せせんす

扇子 燃えるごみ 骨組みが紙ではないため不可

そ

ダイレクトメール ビニールやサンプルなど紙以外の部分は取り除く

タオルペーパー 燃えるごみ 樹脂加工されているものもあるため不可

たくはい はこ

宅配ピザの箱 燃えるごみ 食品や油などで汚れているため不可

たくはいびん でんぴょう

宅配便の伝票 燃えるごみ カーボン紙は不可

そとばこ ばこ

たばこの外箱（カートン箱）

ビニールなど紙以外の部分は取り除く
※ビニール加工や箔押しさえた箱は不可
※においが染みついた箱は不可

はこ ほ う そ う し こ ほうそう

たばこの箱・包装紙（個包装）
ビニールや銀紙は取り除く
※においが染みついた紙は不可

たまご かみせい

卵パック（紙製） 燃えるごみ 多量の糊を含むため不可

だん ばこ

段ボール箱 段ボール

ち ず

地図 燃えるごみ 合成紙や防水加工されているため不可

ちゅうか そこかみ

中華まんの底紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

ち よ がみ

千代紙 燃えるごみ 和紙・半紙は不可

しんぶんおりこみ いがい

チラシ（新聞折込チラシ以外） ※新聞折込チラシは「新聞」

がみ

ちり紙 燃えるごみ

ち

た



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

ティッシュペーパー 燃えるごみ

はこ

ティッシュの箱 ビニール部分（取り出し口）は取り除く

るい は かみ

テープ類が貼ってある紙 燃えるごみ
粘着物のついた紙は不可
※テープをはがして、紙部分だけであれば可

しん

テープの芯 ※テープが残っているものは不可

てちょう

手帳
革表紙やプラスチック、紐しおりなど紙以外の部分
は取り除く

て ん じ よ う し かんねつはつあわかみ

点字用紙（感熱発泡紙） 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

でんぴょう

伝票 燃えるごみ カーボン紙、ノーカーボン紙は不可

トイレットペーパー 燃えるごみ

しん

トイレットペーパーの芯

はこ

ドーナツの箱 燃えるごみ 食品や油、砂糖などで汚れているため不可

かみせい

トランプ（紙製） ビニール加工品、プラスチック加工品は除く

トレーシングペーパー 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

ななっせん し しょうかてんしゃ し

捺染紙（昇華転写紙） 燃えるごみ
アイロンプリントの台紙など、特殊なインクが使用
されているため不可

ににく そこがみ

肉まんの底紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

ぬ

と

て



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

ねねんがじょう

年賀状

切手や宛名シールはそのままで良い
※ビニール加工や写真プリントはがき、圧着はが
き、紙以外の素材を含む場合は不可

し でんぴょう

ノーカーボン紙（伝票など） 燃えるごみ 特殊なインクが使われているため不可

ノート 付箋程度なら貼られたままで良い

の り づ かみ

糊付けされた紙 ※多量の糊がついたものは不可

はがき

切手や宛名シールはそのままで良い
※ビニール加工や写真プリントはがき、圧着はが
き、紙以外の素材を含む場合は不可

は く お し

箔押し紙 燃えるごみ 金や銀などの箔押しがされた紙は不可

はながみ

鼻紙 燃えるごみ

はながみ

花紙
飾り付けの花を作る紙は、紙以外（粘着テープな
ど）を含まず、汚れていなければ可

はなたば つつみがみ

花束の包み紙
普通紙で汚れていなければ可
※不織布やセロハンなど紙でないものは不可

し

パラフィン紙（トレーシングペーパー
や く ほ う し

や薬包紙など）
燃えるごみ ろう加工されているため不可

は ん し

半紙 燃えるごみ 和紙・半紙は不可

パンフレット
ビニールやサンプルなど、紙以外の部分は取り除
く

かん

ビール６缶パック ※防水加工されているものは不可

はこ かん い

ビールの箱（２４缶入り） 段ボール 断面に波（段）があるものは「段ボール」

はこ

ピザの箱 燃えるごみ 食品や油などで汚れているため不可

の

ひ

は



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

そこがみ

ピザまんの底紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

か こ う し

ビニール加工紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

ひ

日めくりカレンダー
金具やプラスチックなど紙以外は取り除く
※ビニール加工されたものは不可

ファイル（紙製）
金具やプラスチックなど紙以外は取り除く
※プラスチックやビニール加工されたものは不可

よ う し

ファックス用紙 燃えるごみ 感熱紙は不可

ふうとう

封筒
ビニール窓やテープ部分は取り除く
※切手や宛名シールはそのままで良い

ふくごうそ ざ い かみ

複合素材の紙 燃えるごみ
リサイクルできない素材が混入されているため不
可

ふくしゃしき よ う し

複写式の用紙 燃えるごみ カーボン紙、ノーカーボン紙は不可

ふ しゅうぎぶくろ

不祝儀袋 のしなど紙以外の部分は取り除く

ふ し ょ く ふ

不織布 燃えるごみ 紙ではないため不可

がみ

ふすま紙 燃えるごみ 和紙であったり、糊を含むため不可

ふせん

付箋
ノートなどに貼られたものは、そのまま出して良い
※付箋のみ単体で出す場合は「燃えるごみ」

ふ つ う し

普通紙
写真プリント用紙や感熱紙など、特殊な加工がさ
れたものは、個々の項目参照

ふみこう にお ぶくろ

文香（匂い袋） 燃えるごみ においが染みついた紙は不可

へ
ペーパータオル 燃えるごみ 樹脂加工されているため不可

ひ

ふ



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

ペーパーバッグ
ビニール加工されている袋は不可
※紙以外の持ち手は取り除く

かみぶくろそとぶくろ

ペットフードの紙袋（外袋） 燃えるごみ 防水加工やビニール加工された紙は不可

ほうこう し

芳香紙 燃えるごみ においが染みついた紙は不可

ぼうすいか こ う し

防水加工紙 燃えるごみ 防水加工された紙は不可

ほうせいよう かたがみ

縫製用の型紙 燃えるごみ 昇華転写紙は不可

ほ う そ う し

包装紙 テープなど紙以外の部分は取り除く

がみ

ボール紙 ※断面に波（段）があるものは「段ボール」

ポスター 防水加工された紙や合成紙は除く

ポスティングチラシ
ビニール封筒やサンプルなど紙以外の部分は取
り除く

あ ばこ

ボックスティッシュの空き箱 ビニール部分は取り除く

はり かみ

ホッチキスの針のついた紙 ※針が少量であればそのままで良い

ほん

本 雑誌・本

ふ し ょ く ふ

マスク（不織布） 燃えるごみ 紙ではないため不可

ばこ

マッチ箱 燃えるごみ
紙以外の部分を含み、防水加工されているため不
可

まど つ ふうとう

窓付き封筒
ビニール窓や粘着テープなど紙以外の部分は取り
除く※紙窓なら取り除かなくてよい

へ

ま

ほ



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

まほん

マンガ本 雑誌・本

み

む

め い し

名刺

よ う し ちょう

メモ用紙・メモ帳 シールや金具など紙以外の部分は取り除く

もも ぞ う し

模造紙

ややくほう し

薬包紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

ゆ

かみせい

ヨーグルトのカップ（紙製） 燃えるごみ 防水加工されているため不可

よご かみ はこ しょくひんつ

汚れている紙・箱（食品付など） 燃えるごみ

しん

ラップの芯

はこ

ラップの箱
刃の部分は取り除く
※紙製の刃の場合も取り除いて「燃えるごみ」

ラベルシール 燃えるごみ 粘着物は不可

だ い し

ラベルシールの台紙 燃えるごみ
付着している粘着物が、再生品に問題を起こすた
め不可

か こ う し

ラミネート加工紙 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

め

よ

ら



雑がみ　５０音順表 雑がみは「◯」がついたもの

品名 区分 分別の注意点

リーフレット
ビニール封筒やサンプルなど紙以外の部分は取
り除く

りゅうさんし にく ほ う そ う し

硫酸紙（バターやお肉の包装紙） 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

かんねつし

レシート（感熱紙） 燃えるごみ 特殊なインクが使用されているため不可

しょくひん はこ かみせい

レトルト食品の箱（紙製）
食品や汚れが付着したものは不可
アルミやビニール加工されているものは不可

がみ

ろう紙（ワックスペーパー） 燃えるごみ 特殊な加工がされているため不可

だん つ だん

ろう段（ワックス付き段ボール） 燃えるごみ
特殊な加工がされているため不可
※輸入青果物や水産加工品の入れ物に使われて
いる

だ い し

ワイシャツの台紙

わ し

和紙 燃えるごみ 障子紙など

わ ふくろ かみせい

割りばしの袋（紙製） 汚れた袋や楊枝は「燃えるごみ」

り

れ

ろ

わ


